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議案第１６２号 

   令和６年度富山市一般会計補正予算（第７号） 

 令和６年度富山市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めると 

ころによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，８０９，８０７ 

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８４，２ 

６８，４６２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに 

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に 

よる。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」によ 

る。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

令和６年１１月２９日提出 

 

              富山市長  藤 井 裕 久 
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第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 （単位　千円）

款 項

15 国庫支出金 27,781,662 288,173 28,069,835

 1 国庫負担金 20,881,628 242,688 21,124,316

 2 国庫補助金 6,816,861 45,485 6,862,346

16 県支出金 15,290,685 328,438 15,619,123

 1 県負担金 8,161,712 58,619 8,220,331

 2 県補助金 6,047,514 269,819 6,317,333

17 財産収入 361,863 34,535 396,398

 1 財産運用収入 275,361 34,535 309,896

18 寄附金 335,200 84,100 419,300

 1 寄附金 335,200 84,100 419,300

19 繰入金 6,107,262 34,394 6,141,656

 2 基金繰入金 5,750,532 34,394 5,784,926

20 諸収入 4,042,808 2,191 4,044,999

 6 雑入 2,419,361 2,191 2,421,552

21 市債 13,645,400 244,800 13,890,200

 1 市債 13,645,400 244,800 13,890,200

22 繰越金 2,254,579 793,176 3,047,755

 1 繰越金 2,254,579 793,176 3,047,755

182,458,655 1,809,807 184,268,462

補正前の額 補正額 計

歳　　入　　合　　計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 2 総務費 21,567,674 212,932 21,780,606

 1 総務管理費 11,160,215 123,035 11,283,250

 2 企画費 6,900,222 1,397 6,901,619

 3 徴税費 1,804,814 82,000 1,886,814

 6 防災費 357,786 6,500 364,286

 3 民生費 68,817,140 699,437 69,516,577

 1 社会福祉費 32,153,414 7,406 32,160,820

 2 児童福祉費 30,781,044 692,031 31,473,075

 4 衛生費 11,222,443 517,318 11,739,761

 1 保健衛生費 6,356,924 425,195 6,782,119

 2 環境衛生費 4,865,519 92,123 4,957,642

 6 農林水産業費 5,974,691 322,399 6,297,090

 1 農業費 2,561,666 205,238 2,766,904

 2 農地費 2,324,525 31,956 2,356,481

 3 林業費 778,422 3,642 782,064

 4 水産業費 310,078 81,563 391,641

 7 商工費 4,219,423 △ 84,608 4,134,815

 1 商工費 4,219,423 △ 84,608 4,134,815

 8 土木費 23,921,072 3,979 23,925,051

 5 都市計画費 15,469,983 3,979 15,473,962

10 教育費 13,313,410 138,350 13,451,760

 1 教育総務費 2,188,400 118,000 2,306,400

 2 小学校費 4,752,101 20,000 4,772,101

 4 幼稚園費 165,106 350 165,456

182,458,655 1,809,807 184,268,462

補正前の額 補正額 計

歳　　出　　合　　計
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第 ２ 表　　繰越明許費補正

　追　加
　（単位　千円）

事    業    名 金　　額

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 庁 舎 維 持 管 理 費 60,000

2 企 画 費 広 報 活 動 事 業 費 1,397

4 衛 生 費 2 環 境 衛 生 費 災 害 廃 棄 物 対 策 事 業 費 70,840

6 農林水産業費 2 農 地 費 農 業 環 境 対 策 費 11,000

小 規 模 土 地 改 良 事 業 費 補 助 金 20,015

4 水 産 業 費 沿 岸 漁 業 振 興 対 策 事 業 費 63,935

10 教 育 費 1 教 育 総 務 費 野外教育活動センター管理運営事務費 118,000

款 項
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第 ３ 表  債務負担行為補正 

 

追  加 

（単位 千円） 

 

事       項 

 

 

期    間 

 

限  度  額 

本庁舎受変電設備更新実施設計業務委

託費 
自令和６年度至令和８年度 １２５，０００ 

市長選挙執行準備事業費 自令和６年度至令和７年度 ２２，７０７ 

市議会議員選挙執行準備事業費 自令和６年度至令和７年度 ７９，８０８ 

富山大手町コンベンション株式会社の

富山国際会議場施設整備費元利償還金

補助金 

自令和７年度至令和11年度 
６６０，０００ 

及び利子相当額 

リフレッシュ事業費 自令和６年度至令和７年度 ６１，５００ 

市道整備事業費 自令和６年度至令和７年度 １６９，３００ 

浸水対策事業費 自令和６年度至令和７年度 ６５，０００ 

街路整備事業費 自令和６年度至令和７年度 ５５，０００ 

呉羽丘陵フットパス官民連携事業特定

公園施設購入費 
自令和６年度至令和７年度 ３６０，０００ 

スクールバス運行等事業費（浜黒崎地

区分） 
自令和６年度至令和12年度 １４８，９１１ 

教育ネットワーク更改業務委託費 自令和６年度至令和７年度 ４１０，０９８ 

教育用コンピュータ借上料 自令和６年度至令和12年度 ５７３，９２２ 
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第　４　表　　地方債補正

　変　更

（単位　千円）

補正前の額 補　正　額 補正後の額

総 務 管 理 費 991,100 60,000 1,051,100

防 災 費 18,000 6,500 24,500

社 会 福 祉 費 585,400 1,000 586,400

児 童 福 祉 費 261,800 1,600 263,400

環 境 衛 生 費 43,500 41,300 84,800

農 地 費 442,400 14,800 457,200

水 産 業 費 84,900 13,400 98,300

教 育 総 務 費 29,000 106,200 135,200

起 債 の 目 的
限　　度　　額 起債の

方　法
利　率 償還の方法

普通貸借
又　　は
証券発行

　　　　％
　　5.0
　　　　以内
（ただし、利率
見直し方式で借
入れる資金につ
いて、利率の見
直しを行った後
においては、当
該見直し後の利
率）

借入れ先の融通
条件による。た
だし、市財政の
都合により据置
期間及び償還期
限を短縮し、も
しくは繰上償還
又は借換えする
ことができる。
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　　　　　　　　　　　　　　　 歳入歳出予算事項別明細書
1 歳　入
款15 国庫支出金   項 1 国庫負担金 （単位　千円）

 1  2
民生費負担 19,881,692 242,688 20,124,380 児童福祉費 242,688  1児童手当負担金 160,188
金 負担金  2障害児通所給付事業費負担金 82,500

20,881,628 242,688 21,124,316

款15 国庫支出金   項 2 国庫補助金 （単位　千円）

 2  1
民生費補助 1,243,781 10,065 1,253,846 社会福祉費 4,244  1社会福祉施設整備事業費補助金 4,244
金 補助金

 2
児童福祉費 5,821  1地域生活支援事業費補助金 1,500
補助金  2児童福祉施設等災害復旧事業費補助 4,321

  金

 3  2
衛生費補助 798,509 35,420 833,929 環境衛生費 35,420  1災害等廃棄物処理事業費補助金 35,420
金 補助金

6,816,861 45,485 6,862,346

27,781,662 288,173 28,069,835

款16 県支出金   項 1 県負担金 （単位　千円）

 1  2
民生費負担 8,155,055 58,619 8,213,674 児童福祉費 58,619  1児童手当負担金 17,369
金 負担金  2障害児通所給付事業費負担金 41,250

8,161,712 58,619 8,220,331

款16 県支出金   項 2 県補助金 （単位　千円）

 2  2
民生費補助 1,783,861 19,477 1,803,338 児童福祉費 19,477  1こども医療費助成事業費補助金 18,727
金 補助金  2地域生活支援事業費補助金 750

 4  1
農林水産業 1,089,242 250,342 1,339,584 農業費補助 175,919  1経営体育成支援事業費補助金 175,919
費補助金 金

 2
農地費補助 11,000  1震災対策農業水利施設整備費補助金 11,000
金

 3
林業費補助 200  1鳥獣対策事業費補助金 200
金

目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　　明
区　分 金　額

計

目 補正前の額 補正額 計

目 補正前の額 補正額 計

節
説　　　　　　明

区　分 金　額

計

合計

節
説　　　　　　明

区　分 金　額

計

目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　　明
区　分 金　額
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款16 県支出金   項 2 県補助金 （単位　千円）

 4
水産業費補 63,223  1地域沿岸漁業構造改善事業費補助金 62,723
助金  2沿岸漁業振興対策事業費補助金 500

6,047,514 269,819 6,317,333

15,290,685 328,438 15,619,123

款17 財産収入   項 1 財産運用収入 （単位　千円）

 2  1
利子及び配 28,469 34,535 63,004 利子及び配 34,535  1財政調整基金運用利子 17,616
当金 当金  2減債基金運用利子 16,919

275,361 34,535 309,896

款18 寄附金   項 1 寄附金 （単位　千円）

 1  1
総務費寄附 315,100 82,000 397,100 徴税費寄附 82,000  1ふるさとぬくもり基金費寄附金 82,000
金 金

 4  1
民生費寄附 2,100 2,100 社会福祉費 2,100  1福祉奨学基金費寄附金 2,100
金 寄附金

335,200 84,100 419,300

款19 繰入金   項 2 基金繰入金 （単位　千円）

 1  1
財政調整基 1,021,296 34,394 1,055,690 財政調整基 34,394  1財政調整基金繰入金 34,394
金繰入金 金繰入金

5,750,532 34,394 5,784,926

款20 諸収入   項 6 雑入 （単位　千円）

 3  3
雑入 2,414,067 2,191 2,416,258 雑入 2,191  1こども医療高額療養費戻入金 938

 2多面的機能支払交付金戻入金 1,253

2,419,361 2,191 2,421,552

目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　　明
区　分 金　額

計

合計

目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　　明
区　分 金　額

計

目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　　明

説　　　　　　明

区　分 金　額

計

目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　　明
区　分 金　額

計

目 補正前の額 補正額 計
節

区　分 金　額

計
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款21 市債   項 1 市債 （単位　千円）

 1  1
総務債 1,460,100 66,500 1,526,600 総務管理債 60,000  1庁舎施設整備事業債 60,000

 3
防災債 6,500  1防災施設等整備事業債 6,500

 2  1
民生債 847,200 2,600 849,800 社会福祉債 1,000  1心身障害者福祉施設等整備事業債 1,000

 2
児童福祉債 1,600  1児童福祉施設整備助成事業債 1,600

 3  2
衛生債 212,700 41,300 254,000 環境衛生債 41,300  1災害廃棄物対策事業債 35,400

 2市営墓地事業債 5,900

 5  1
農林水産業 649,100 28,200 677,300 農地債 14,800  1小規模土地改良事業債 14,800
債

 3
水産業債 13,400  1沿岸漁業振興対策事業債 13,300

 2内水面漁業振興対策事業債 100

 9  1
教育債 1,802,800 106,200 1,909,000 教育総務債 106,200  1野外教育活動センター整備事業債 106,200

13,645,400 244,800 13,890,200

款22 繰越金   項 1 繰越金 （単位　千円）

 1  1
繰越金 2,254,579 793,176 3,047,755 前年度繰越 793,176  1前年度繰越金 793,176

金

2,254,579 793,176 3,047,755

節

計
節

説　　　　　　明

目 補正前の額 補正額 計

区　分 金　額

計

説　　　　　　明
区　分 金　額

計

目 補正前の額 補正額
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2 歳　出
款 2 総務費   項 1 総務管理費 (単位　千円)

 1 債 12
一般管理費 3,835,188 67,000 3,902,188 60,000 7,000 委託料 67,000  1庁舎維持管理費 67,000

 5 他 24
財政管理費 1,729,514 34,535 1,764,049 34,535 積立金 34,535  1財政調整基金費 17,616

 2減債基金費 16,919

 8 10
地域振興費 2,604,042 1,500 2,605,542 1,500 需用費 1,500  1地区センター費 1,500

14 12
スポーツ施 1,990,600 20,000 2,010,600 20,000 委託料 12,000  1体育施設管理運営費 20,000
設費

18
負担金補助 8,000
及び交付金

債
11,160,215 123,035 11,283,250 60,000 28,500

他
34,535

款 2 総務費   項 2 企画費 (単位　千円)

 8 12
ガラス美術 625,385 1,397 626,782 1,397 委託料 1,397  1広報活動事業費 1,397
館費

6,900,222 1,397 6,901,619 1,397

款 2 総務費   項 3 徴税費 (単位　千円)

 1 他 24
税務総務費 1,164,865 82,000 1,246,865 82,000 積立金 82,000  1ふるさとぬくもり基 82,000

  金費

他
1,804,814 82,000 1,886,814 82,000

款 2 総務費   項 6 防災費 (単位　千円)

 1 債 12
防災総務費 322,069 6,500 328,569 6,500 委託料 6,500  1防災対策事業費 6,500

債
357,786 6,500 364,286 6,500

債
21,567,674 212,932 21,780,606 66,500 29,897

他
116,535

款 3 民生費   項 1 社会福祉費 (単位　千円)

 1 他 24
社会福祉総 2,129,817 2,100 2,131,917 2,100 積立金 2,100  1福祉奨学基金費 2,100
務費

目 補正前の額 補正額

目 補正前の額 補正額 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

計

計
補正額の財源内訳 節

計
補正額の財源内訳 節

説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

計

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

計

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

計

合計

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額
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款 3 民生費   項 1 社会福祉費 (単位　千円)

 2 国 18
障害者福祉 11,578,882 5,306 11,584,188 4,244 62 負担金補助 5,306  1心身障害者福祉事業 5,306
費 債 及び交付金   費

1,000 　・心身障害者福祉施
    設等整備事業費

国
32,153,414 7,406 32,160,820 4,244 62

債
1,000

他
2,100

款 3 民生費   項 2 児童福祉費 (単位　千円)

 1 国 18
児童福祉総 2,965,761 31,825 2,997,586 4,321 25,904 負担金補助 5,974  1子育てのための施設 2,738
務費 債 及び交付金   等利用給付事業費

1,600 22  2私立保育所等補助事 29,087
償還金利子 25,851   業費
及び割引料

 2 国 19
児童措置費 17,336,382 324,997 17,661,379 160,188 147,440 扶助費 194,925  1児童手当支給事業費 213,464

県  2私立保育所等管理運 110,423
17,369 22   営費

償還金利子 130,072  3子育て世帯への臨時 110
及び割引料   特別給付金支給事業

  費
 4子育て世帯等臨時特 1,000
  別支援事業費

 3 県 11
母子福祉費 2,855,096 129,805 2,984,901 18,727 110,140 役務費 808  1こども医療費助成事 129,805

他   業費
938 19

扶助費 128,997

 4 国 19
障害児福祉 2,045,626 178,109 2,223,735 84,000 52,109 扶助費 168,000  1障害児通所給付事業 175,109
費 県   費

42,000 22  2地域生活支援事業費 3,000
償還金利子 10,109
及び割引料

 5 22
保育所費 4,980,259 15,007 4,995,266 15,007 償還金利子 15,007  1病児・病後児保育事 10,579

及び割引料   業費
 2医療的ケア児保育事 4,428
  業費

 8 27
母子父子寡 12,244 12,288 24,532 12,288 繰出金 12,288  1母子父子寡婦福祉資 12,288
婦福祉資金   金貸付事業特別会計
貸付費   繰出金

国
30,781,044 692,031 31,473,075 248,509 362,888

県
78,096

債
1,600

他
938

補正額の財源内訳 節
説　　　　明

特定財源 一般財源 区分 金額

計

目 補正前の額 補正額 計

計

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

節

- 11 -



款 3 民生費   項 2 児童福祉費 (単位　千円)

国
68,817,140 699,437 69,516,577 252,753 362,950

県
78,096

債
2,600

他
3,038

款 4 衛生費   項 1 保健衛生費 (単位　千円)

 2 22
母子保健事 860,608 58,265 918,873 58,265 償還金利子 58,265  1出産・子育て応援事 58,265
業費 及び割引料   業費

 5 12
予防費 2,090,126 366,930 2,457,056 366,930 委託料 363,208  1予防接種費 366,930

19
扶助費 3,722

6,356,924 425,195 6,782,119 425,195

款 4 衛生費   項 2 環境衛生費 (単位　千円)

 1 10
環境衛生総 2,051,867 3,683 2,055,550 3,683 需用費 3,683  1ごみ減量化・資源化 3,683
務費   推進事業費

 2 国 10
塵芥処理費 889,280 70,840 960,120 35,420 20 需用費 50  1災害廃棄物対策事業 70,840

債   費
35,400 11

役務費 290

12
委託料 57,600

22
償還金利子 12,900
及び割引料

 4 12
し尿処理費 449,930 11,000 460,930 11,000 委託料 11,000  1し尿収集事業費 11,000

 5 債 12
生活環境費 405,481 6,600 412,081 5,900 700 委託料 6,600  1市営墓地管理費 6,600

国
4,865,519 92,123 4,957,642 35,420 15,403

債
41,300

国
11,222,443 517,318 11,739,761 35,420 440,598

債
41,300

款 6 農林水産業費   項 1 農業費 (単位　千円)

 3 県 18
農業振興費 358,513 205,238 563,751 175,919 29,319 負担金補助 205,238  1経営体育成支援事業 205,238

及び交付金   費

補正額の財源内訳 節
説　　　　明

特定財源 一般財源 区分 金額

合計

目 補正前の額 補正額 計

計

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

補正額の財源内訳 節

説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

節

説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

計

目 補正前の額 補正額 計

合計

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額
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款 6 農林水産業費   項 1 農業費 (単位　千円)

県
2,561,666 205,238 2,766,904 175,919 29,319

款 6 農林水産業費   項 2 農地費 (単位　千円)

 2 県 12
土地改良費 1,161,733 31,956 1,193,689 11,000 5,215 委託料 11,000  1農業環境対策費 11,941

債  2小規模土地改良事業 20,015
14,800 18   費補助金

他 負担金補助 20,015
941 及び交付金

22
償還金利子 941
及び割引料

県
2,324,525 31,956 2,356,481 11,000 5,215

債
14,800

他
941

款 6 農林水産業費   項 3 林業費 (単位　千円)

 2 県  1
林業振興費 659,946 3,642 663,588 200 3,442 報酬 1,263  1鳥獣対策費 3,642

 8
旅費 279

18
負担金補助 2,100
及び交付金

県
778,422 3,642 782,064 200 3,442

款 6 農林水産業費   項 4 水産業費 (単位　千円)

 2 県 18
水産業振興 18,002 81,563 99,565 63,223 4,940 負担金補助 81,563  1沿岸漁業振興対策事 80,588
費 債 及び交付金   業費

13,400  2内水面漁業振興対策 975
  事業費

県
310,078 81,563 391,641 63,223 4,940

債
13,400

県
5,974,691 322,399 6,297,090 250,342 42,916

債
28,200

他
941

計

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

補正額の財源内訳 節

説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

節

説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

計

目 補正前の額 補正額 計

計

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

補正額の財源内訳 節

説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

節

説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

計

目 補正前の額 補正額 計

合計
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款 7 商工費   項 1 商工費 (単位　千円)

 8 12
観光振興費 1,425,200 6,000 1,431,200 6,000 委託料 6,000  1観光施設費 6,000

 9 △ △ 27 △
企業団地造 95,575 90,608 4,967 90,608 繰出金 90,608  1企業団地造成事業特 △90,608
成費   別会計繰出金

△ △
4,219,423 84,608 4,134,815 84,608

款 8 土木費   項 5 都市計画費 (単位　千円)

 1 12
都市計画総 900,828 1,300 902,128 1,300 委託料 1,300  1自転車対策事業費 1,300
務費

 7 10
公共交通対 1,133,567 2,679 1,136,246 2,679 需用費 384  1生活交通対策事業費 2,679
策費

11
役務費 59

12
委託料 88

17
備品購入費 2,148

15,469,983 3,979 15,473,962 3,979

款10 教育費   項 1 教育総務費 (単位　千円)

 6 債 12
野外教育活 117,917 118,000 235,917 106,200 11,800 委託料 2,800  1野外教育活動センタ 118,000
動センター   ー管理運営事務費
費 14

工事請負費 115,200

債
2,188,400 118,000 2,306,400 106,200 11,800

款10 教育費   項 2 小学校費 (単位　千円)

 1 10
学校管理費 3,962,486 20,000 3,982,486 20,000 需用費 20,000  1総務学校管理事務費 20,000

4,752,101 20,000 4,772,101 20,000

款10 教育費   項 4 幼稚園費 (単位　千円)

 1 10
幼稚園費 165,106 350 165,456 350 需用費 350  1総務事務費 350

165,106 350 165,456 350

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

計

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

計

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

計

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

計

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

計
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款10 教育費   項 4 幼稚園費 (単位　千円)

債
13,313,410 138,350 13,451,760 106,200 32,150

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

合計

節
説　　　　明

特定財源 一般財源 区分 金額
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　当該年度提出に係る分（追加）

期  間 金  額 期  間 金  額 一般財源

本庁舎受変電設備
更新実施設計業務
委託費
（令和６年度分）

125,000
令和６年度

～
令和８年度

125,000 債 103,000 22,000

市長選挙執行準備
事業費
（令和６年度分）

22,707
令和６年度

～
令和７年度

22,707 22,707

市議会議員選挙執
行準備事業費
（令和６年度分）

79,808
令和６年度

～
令和７年度

79,808 79,808

富山大手町コンベ
ンション株式会社
の富山国際会議場
施設整備費元利償
還金補助金
（令和６年度分）

660,000
及び

利子相当額

令和７年度
～

令和11年度
660,000 県 220,000 440,000

リフレッシュ事業
費
（令和６年度分）

61,500
令和６年度

～
令和７年度

61,500
国
債

10,000
50,500

1,000

市道整備事業費
（令和６年度分）

169,300
令和６年度

～
令和７年度

169,300
国
債

36,140
122,700

10,460

浸水対策事業費
（令和６年度分）

65,000
令和６年度

～
令和７年度

65,000
国
債

10,000
54,000

1,000

街路整備事業費
（令和６年度分）

55,000
令和６年度

～
令和７年度

55,000
国
債

30,250
22,200

2,550

呉羽丘陵フットパ
ス官民連携事業特
定公園施設購入費
（令和６年度分）

360,000
令和６年度

～
令和７年度

360,000
国
債

180,000
162,000

18,000

スクールバス運行
等事業費（浜黒崎
地区分）
（令和６年度分）

148,911
令和６年度

～
令和12年度

148,911 債 18,000 130,911

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書の補正

　　　(単位　千円)

限度額事　　　項

５年度末までの

支出（見込）額

６年度以降の

支出予定額
左の財源内訳

特定財源
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期  間 金  額 期  間 金  額 一般財源

　　　(単位　千円)

限度額事　　　項

５年度末までの

支出（見込）額

６年度以降の

支出予定額
左の財源内訳

特定財源

教育ネットワーク
更改業務委託費
（令和６年度分）

410,098
令和６年度

～
令和７年度

410,098 410,098

教育用コンピュー
タ借上料
（令和６年度分）

573,922
令和６年度

～
令和12年度

573,922 573,922
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（単位　千円）

補正前の額 補 正 額 補正後の額 補正前の額 補 正 額 補 正 後 の 額

1　普　通　債 9,949,500 244,800 10,194,300 144,471,100 244,800 144,715,900

649,100 28,200 677,300 6,020,395 28,200 6,048,595

1,802,800 106,200 1,909,000 43,369,135 106,200 43,475,335

212,700 41,300 254,000 4,962,102 41,300 5,003,402

847,200 2,600 849,800 8,038,759 2,600 8,041,359

1,696,800 66,500 1,763,300 17,584,782 66,500 17,651,282

13,645,400 244,800 13,890,200 223,616,973 244,800 223,861,773

(6)衛　　生

地方債の現在高の見込みに関する調書の補正

区　    分

６年度中増減見込み
６年度末現在高見込額

６年度中起債見込額

(2)農林水産

(3)教　　育

合　　計

(7)民　　生

(8)そ の 他
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議案第１６３号 

   令和６年度富山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正

予算（第１号） 

 令和６年度富山市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予 

算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３２，７８７千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９５，４８２千円

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に

よる。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

令和６年１１月２９日提出 

 

              富山市長  藤 井 裕 久 
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第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 繰入金 12,244 12,288 24,532

 1 一般会計繰入金 12,244 12,288 24,532

 2 繰越金 10,841 △ 5,522 5,319

 1 繰越金 10,841 △ 5,522 5,319

 3 諸収入 24,186 1,445 25,631

 1 貸付金元利収入 24,185 1,445 25,630

 4 市債 15,424 24,576 40,000

 1 市債 15,424 24,576 40,000

62,695 32,787 95,482

補正前の額 補正額 計

歳　　入　　合　　計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 母子父子寡婦福祉資金貸 62,695 32,787 95,482

 1
母子父子寡婦福祉資金貸
付事業費

62,695 32,787 95,482

62,695 32,787 95,482

補正前の額 補正額 計

歳　　出　　合　　計

付事業費

- 21 -



第　２　表　　地方債補正

　変　更

（単位　千円）

補正前の額 補　正　額 補正後の額

母 子 父 子 寡 婦
福 祉 資 金 貸 付
事 業 費

15,424 24,576 40,000 普通貸借 無利子

母子及び父子並びに
寡婦福祉法第37条第
2項、同法施行令第
42条の規定による。

起 債 の 目 的
限　　度　　額 起債の

方　法
利　率 償還の方法
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　　　　　　　　　　　　　　　 歳入歳出予算事項別明細書
1 歳　入
款 1 繰入金   項 1 一般会計繰入金 （単位　千円）

 1  1
一般会計繰 12,244 12,288 24,532 一般会計繰 12,288  1一般会計繰入金 12,288
入金 入金

12,244 12,288 24,532

款 2 繰越金   項 1 繰越金 （単位　千円）

 1 △  1 △
繰越金 10,841 5,522 5,319 前年度繰越 5,522  1前年度繰越金 △5,522

金

△
10,841 5,522 5,319

款 3 諸収入   項 1 貸付金元利収入 （単位　千円）

 1  1
母子父子寡 24,185 1,445 25,630 母子父子寡 1,445  1元金 1,442
婦福祉資金 婦福祉資金  2利子 3
貸付金元利 貸付金元利
収入 収入

24,185 1,445 25,630

款 4 市債   項 1 市債 （単位　千円）

 1  1
母子父子寡 15,424 24,576 40,000 母子父子寡 24,576  1母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 24,576
婦福祉資金 婦福祉資金
貸付事業債 貸付事業債

15,424 24,576 40,000計

説　　　　　　明
区　分 金　額

計

目 補正前の額 補正額

節

計
節

説　　　　　　明

節
説　　　　　　明

区　分 金　額

区　分 金　額

補正前の額 補正額 計

計

目 補正前の額 補正額 計

節
説　　　　　　明

区　分 金　額

計

目 補正前の額 補正額 計

目
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2 歳　出
款 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費   項 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 (単位　千円)

 1 債 20
母子父子寡 62,695 32,787 95,482 24,576 貸付金 32,787  1母子父子寡婦福祉資 32,787
婦福祉資金 他   金貸付事業費
貸付事業費 8,211

債
62,695 32,787 95,482 24,576

他
8,211

補正額の財源内訳 節
説　　　　明

特定財源 一般財源 区分 金額

計

目 補正前の額 補正額 計
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地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書の補正

  （単位　千円）

4 年 度 末 5 年 度 末 補 正 前 補 正 後
現 在 高 現 在 高 補 正 前 補 正 額 補 正 後 補 正 額

の 額 の 額 の 額 の 額

195,290 205,290 15,424 24,576 40,000 220,714 24,576 245,290
母子父子寡婦
福祉資金貸付
事   業   債

 6年度中増減見込み 6年度末現在高見込額

区　    分
6年度中起債見込額
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企企 業業 団団 地地 造造 成成 事事 業業 特特 別別 会会 計計  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  



議案第１６４号 

   令和６年度富山市企業団地造成事業特別会計補正予算（第２号） 

 令和６年度富山市の企業団地造成事業特別会計補正予算（第２号） 

は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，４７５，１６４ 

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，８９７，

６７７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに 

 補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に 

 よる。 

令和６年１１月２９日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

- 27 -



第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 財産収入 319,287 1,516,016 1,835,303

 1 財産運用収入 62,492 1 62,493

 2 財産売払収入 256,795 1,516,015 1,772,810

 2 繰入金 95,575 △ 90,608 4,967

 1 一般会計繰入金 95,575 △ 90,608 4,967

3 諸収入 7,651 49,756 57,407

 1 雑入 7,651 49,756 57,407

422,513 1,475,164 1,897,677

補正前の額 補正額 計

歳　　入　　合　　計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 2 公債費 313,468 1,475,164 1,788,632

 1 公債費 313,468 1,475,164 1,788,632

422,513 1,475,164 1,897,677

補正前の額 補正額 計

歳　　出　　合　　計
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　　　　　　　　　　　　　　　 歳入歳出予算事項別明細書
1 歳　入
款 1 財産収入   項 1 財産運用収入 （単位　千円）

 1  1
財産貸付収 62,492 1 62,493 土地貸付収 1  1土地貸付収入 1
入 入

62,492 1 62,493

款 1 財産収入   項 2 財産売払収入 （単位　千円）

 1  1
不動産売払 256,795 1,516,015 1,772,810 土地売払収 1,516,015  1土地売払収入 1,516,015
収入 入

256,795 1,516,015 1,772,810

319,287 1,516,016 1,835,303

款 2 繰入金   項 1 一般会計繰入金 （単位　千円）

 1 △  1 △
一般会計繰 95,575 90,608 4,967 一般会計繰 90,608  1一般会計繰入金 △90,608
入金 入金

△
95,575 90,608 4,967

款 3 諸収入   項 1 雑入 （単位　千円）

 1  1
雑入 7,651 49,756 57,407 雑入 49,756  1雑入 49,756

7,651 49,756 57,407

区　分 金　額

計

節
説　　　　　　明

区　分 金　額

計

目 補正前の額 補正額 計
節

節
説　　　　　　明

区　分 金　額
計

説　　　　　　明

補正額 計

計

合計

計

目 補正前の額 補正額

節
説　　　　　　明

区　分 金　額

目 補正前の額 補正額 計

目 補正前の額
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2 歳　出
款 2 公債費   項 1 公債費 (単位　千円)

 1 他 22
元金 309,642 1,475,153 1,784,795 1,475,153 償還金利子 1,475,153  1長期債償還元金 1,475,153

及び割引料
 3 他 11
公債諸費 33 11 44 11 役務費 11  1公債事務費 11

他
313,468 1,475,164 1,788,632 1,475,164

補正額の財源内訳 節
説　　　　明

特定財源 一般財源 区分 金額

計

目 補正前の額 補正額 計
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（単位　千円）

補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額 補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額

地方債の現在高の見込みに関する調書の補正

区　　　分

6年度中増減見込み
6年度末現在高見込額

6年度中元金償還見込額

1,349,566
企業団地造成
事   業   債

309,642 1,475,153 1,784,795 2,824,719 △ 1,475,153
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水水 道道 事事 業業 会会 計計  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  



議案第１６５号 

令和６年度富山市水道事業会計補正予算（第１号） 

第１条 令和６年度富山市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次 

に定めるところによる。 

第２条 令和６年度富山市水道事業会計予算（以下「予算」という。）

第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科   目）   （既決予定額） （補正予定額）   （計） 

収     入  

第１款 水道事業収益  7,547,558千円  20,504千円 7,568,062千円 

第２項 営業外収益  1,037,248千円  20,504千円 1,057,752千円 

支     出  

第１款 水道事業費   7,194,802千円  20,504千円  7,215,306千円 

 第１項 営業費用  6,497,651千円  20,298千円  6,517,949千円 

第２項 営業外費用    685,177千円     206千円    685,383千円 

（継続費の補正） 

第３条 継続費の総額、年度及び年割額を次のとおり改める。 

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額 

1

資

本 

的

支

出 

1

建

設 

改

良

費 

配 水 幹 線 

整 備 事 業 
515,000千円 

令和7年度 224,600千円

令和8年度 290,400千円

第４条 予算第１０条を第１１条とし、第６条から第９条までを１条 

ずつ繰り下げ、第５条の次に次の１条を加える。 

（債務負担行為） 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、 

次のとおりと定める。 

事     項  期   間 限 度 額 

配 水 施 設 費 
自令和６年度 

至令和７年度 
869,000千円
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令和６年１１月２９日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 
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既決予定額 補正予定額 合　計 備　考

千円 千円 千円

1 水道事業収益 7,547,558 20,504 7,568,062

2 営業外収益 1,037,248 20,504 1,057,752

5 雑 収 益 3,185 20,504 23,689

既決予定額 補正予定額 合　計 備　考

千円 千円 千円

1 水道事業費 7,194,802 20,504 7,215,306

1 営 業 費 用 6,497,651 20,298 6,517,949

5 総 係 費 277,499 20,298 297,797

2 営業外費用 685,177 206 685,383

3 雑 支 出 206 206

支　　　　　　　出

款 項 目

令和６年度富山市水道事業会計予算実施計画

収　益　的　収　入　及　び　支　出

収　　　　　　　入

款 項 目
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（単位：千円）

（既決予定額） （補正後予定額） （増△減）

　　　　１　業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 78,029 78,029

減価償却費 3,704,523 3,704,523

引当金の増減額（△は減少） △ 34,353 △ 34,353

長期前受金戻入額 △ 830,328 △ 830,328

受取利息及び受取配当金 △ 100 △ 100

支払利息 541,752 541,752

資産減耗費 94,516 94,516

固定資産売却損益（△は益） △ 5,223 △ 5,223

未収金等の増減額（△は増加） 4,565 4,565

未払金等の増減額（△は減少） 3,930 3,930

たな卸資産の増減額（△は増加） 530 530

預り金の増減額（△は減少） △ 756 △ 756

小　　　計 3,557,085 3,557,085

利息及び配当金の受取額 100 100

利息の支払額 △ 541,752 △ 541,752

業務活動によるキャッシュ・フロー 3,015,433 3,015,433

　　　　２　投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △ 4,786,800 △ 4,786,800

固定資産の売却による収入 1,770 1,770

国庫補助金等による収入 783,708 783,708

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,001,322 △ 4,001,322

　　　　３　財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入 3,477,600 3,477,600

企業債の償還による支出 △ 2,421,966 △ 2,421,966

他会計からの出資による収入 71,850 71,850

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,127,484 1,127,484

　　　　　　資金増加額（又は減少額） 141,595 141,595

　　　　　　資金期首残高 1,590,406 1,590,406

　　　　　　資金期末残高 1,732,001 1,732,001

令和６年度富山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）
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国(県)支出金
72,450

企業債
123,100

その他
21,800

国(県)支出金
△ 72,450

企業債
△ 123,100

その他
△ 21,800

国(県)支出金
94,216

企業債
160,100

その他
28,334

国（県）支出金
△ 19,346

企業債
△ 32,900

１ １ その他
△ 5,804

国（県）支出金
74,870

企業債
127,200

その他
22,530

国（県）支出金
96,800

企業債
164,500

その他
29,100

国（県）支出金
96,800

企業債
164,500

その他
29,100

国（県）支出金
166,666

企業債
283,200

その他
50,134

国（県）支出金
5,004

企業債
8,500

その他
1,496

国（県）支出金
171,670

企業債
291,700

その他
51,630

継続費に関する調書の補正

当該年度提出に係る分（変更） (単位   千円)

款 項 事業名

全 体 計 画 前前年度
末までの
支払義務
発生額

前年度末
までの支
払義務発
生（見込
）額

当該年度
支払義務
発生予定

額

当該年度
末までの
支払義務
発生予定

額

翌年度以
降の支払
義務発生
予定額

継続費の
総額に対
する進捗
率(％)年度 年割額 左の財源内訳

配 水 幹 線
整 備 事 業

補正
前の
額

令和
６

217,350 217,350

補正
後の
額

補正
額

△ 58,050

282,650

217,350 43.5

補正
額

△ 217,350 △ 217,350 △ 217,350

補正
前の
額

令和
７

282,650

△ 58,050

資

本

的

支

出

建

設

改

良

費

補正
後の
額

224,600 224,600

補正
前の
額

補正
額

290,400 290,400

補正
後の
額

290,400

計

500,000 217,350 217,350 43.5

△ 217,350 232,350

令和
８

282,650

補正
額

15,000 △ 217,350

290,400

補正
前の
額

515,000
補正
後の
額

515,000
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当該年度提出に係る分（追加）
(単位　  千円)

国庫支出金 企業債 その他

配 水 施 設 費
（ 令 和 6 年 度 分）

869,000 678,200 190,800
令和6年度

～
令和7年度

869,000

期 間 金 額 期 間 金 額

左の財源内訳

債務負担行為に関する調書

限度額事   項

5年度末までの

支払義務発生

（ 見 込 ） 額 予 定 額

支払義務発生

6 年 度 以 降 の
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公公 共共 下下 水水 道道 事事 業業 会会 計計  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  



議案第１６６号  

令和６年度富山市公共下水道事業会計補正予算（第２号） 

第１条 令和６年度富山市公共下水道事業会計の補正予算（第２号） 

は、次に定めるところによる。 

第２条 令和６年度富山市公共下水道事業会計予算（以下「予算」と 

いう。）第２条第４号を次のとおり改める。 

（４）主要な建設改良事業 

  公 共 下 水 道 築 造 費  ４，６８８，３００千円 

流 域 関 連 公 共 下 水 道 築 造 費    ３５２，７５０千円 

特定環境保全公共下水道築造費    ２４７，２００千円 

流域関連特定環境保全公共下水道築造費    １８３，０００千円 

第３条 予算第４条本文括弧書中「不足する額６，８７４，５２５千 

円を「不足する額６，８７４，６２４千円」に、「当年度分損益勘 

定留保資金４，４４６，２２１千円」を「当年度分損益勘定留保資 

金４，４４６，３２０千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額 

を次のとおり補正する。 

     （科    目）    （既決予定額）   （補正予定額）   （計） 

収     入  

第１款 資本的収入  6,815,734千円 404,401千円 7,220,135千円 

第１項 企業債    2,969,800千円 134,600千円 3,104,400千円 

第２項 国庫補助金 1,949,024千円 269,801千円 2,218,825千円 

支     出  

第１款 資本的支出 13,690,259千円 404,500千円 14,094,759千円 

 第１項 建設改良費 5,649,348千円 404,500千円 6,053,848千円 

（継続費の補正） 

第４条 継続費の年度及び年割額を次のとおり改める。 
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款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額 

１

資

本

的

支

出 

１

建

設

改

良

費 

浜黒崎浄化

センター管

理本館設備

更新事業費 

425,000千円 

令和5年度 110,000千円

令和6年度 241,000千円

令和7年度 74,000千円

大山下水処

理場汚泥処

理設備更新

事 業 費 

510,000千円

令和5年度 81,000千円

令和6年度 398,200千円

令和7年度 30,800千円

第５条 予算第６条の表中「２，９６９，８００千円」を「３，１０ 

４，４００千円」に改める。 

令和６年１１月２９日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 
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既決予定額 補正予定額 合　計 備　考

千円 千円 千円

1 資 本 的 収 入 6,815,734 404,401 7,220,135

1 企 業 債 2,969,800 134,600 3,104,400

2 国庫補助金

既決予定額 補正予定額 合　計 備　考

千円 千円 千円

1 資 本 的 支 出 13,690,259 404,500 14,094,759

1 建 設 改 良 費 5,649,348 404,500 6,053,848

令和６年度富山市公共下水道事業会計予算実施計画

資　本　的　収　入　及　び　支　出

収　　　 　　　　入

款 項 目

1 企 業 債 2,969,800 134,600 3,104,400

1,949,024 269,801 2,218,825

1 国 庫 補 助 金 1,949,024 269,801 2,218,825

支　　　 　　　出

款 項 目

2
公 共 下 水 道
築 造 費

4,283,800 404,500 4,688,300
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（単位：千円）

（既決予定額） （補正後予定額） （増△減）

　　　　1　業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 879,248 879,248

減価償却費 8,546,942 8,546,942

引当金の増減額（△は減少） △ 2,543 △ 2,543

長期前受金戻入額 △ 3,321,711 △ 3,321,711

受取利息及び受取配当金 △ 100 △ 100

支払利息 1,217,248 1,217,248

資産減耗費 151,698 151,698

未収金等の増減額（△は増加） 19,448 19,448

未払金等の増減額（△は減少） 443 443

預り金の増減額（△は減少） △ 325 △ 325

小計 7,490,348 7,490,348

利息及び配当金の受取額 100 100

利息の支払額 △ 1,217,248 △ 1,217,248

業務活動によるキャッシュ・フロー 6,273,200 6,273,200

　　　　2　投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △ 7,285,355 △ 7,689,855 △ 404,500

国庫補助金等による収入 2,986,282 3,256,083 269,801

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,299,073 △ 4,433,772 △ 134,699

　　　　3　財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入 4,652,525 4,787,125 134,600

企業債の償還による支出 △ 8,033,911 △ 8,033,911

他会計からの出資による収入 1,720,529 1,720,529

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,660,857 △ 1,526,257 134,600

             資金増加額（又は減少額） 313,270 313,171 △ 99

　　　　　　資金期首残高 2,902,546 2,902,546

　　　　　　資金期末残高 3,215,816 3,215,717 △ 99

令和６年度富山市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）
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国（県）支出金
56,650

企業債
48,000

その他
5,350

国（県）支出金
56,650

企業債
48,000

その他
5,350

国（県）支出金
200,530

企業債
174,900

その他
17,970

国（県）支出金
△ 71,710

企業債
△ 74,000

１ １ その他
△ 6,690

国（県）支出金
128,820

企業債
100,900

その他
11,280

国（県）支出金
25,455

企業債
44,900

その他
3,645

国（県）支出金
25,455

企業債
44,900

その他
3,645

国（県）支出金
257,180

企業債
222,900

その他
23,320

国（県）支出金
△ 46,255

企業債
△ 29,100

その他
△ 3,045

国（県）支出金
210,925

企業債
193,800

その他
20,275

425,000 110,000 241,000 351,000 74,000 82.6
補正
後の
額

補正
額

△ 78,400 △ 152,400

74,000

補正
前の
額

計

503,400 110,000 393,400 503,400 100.0

△ 152,400 74,000

令和
７

補正
後の
額

74,000

241,000 56.7

補正
前の
額

補正
額

74,000 74,000

△ 152,400 △ 152,400

資

本

的

支

出

建

設

改

良

費

補正
後の
額

241,000 241,000

110,000 25.9

補正
前の
額

令和
６

393,400 393,400 393,400 78.1

110,000 21.9

補正
額

浜黒崎浄化
センター管
理本館設備
更新事業費

補正
前の
額

令和
５

110,000 110,000

補正
後の
額

110,000

補正
額

△ 152,400

110,000

当該年度
末までの
支払義務
発生予定
額あああ

翌年度以
降の支払
義務発生
予定額あ

継続費の
総額に対
する進捗
率(％)あ
ああ

年度 年割額 左の財源内訳

継続費に関する調書の補正

過年度議決済に係る分（変更） (単位   千円)

款 項 事業名

全 体 計 画 前前年度
末までの
支払義務
発生額あ

前年度末
までの支
払義務発
生（見込
）額ああ

当該年度
支払義務
発生予定
額あああ
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当該年度
末までの
支払義務
発生予定
額あああ

翌年度以
降の支払
義務発生
予定額あ

継続費の
総額に対
する進捗
率(％)あ
ああ

年度 年割額 左の財源内訳
款 項 事業名

全 体 計 画 前前年度
末までの
支払義務
発生額あ

前年度末
までの支
払義務発
生（見込
）額ああ

当該年度
支払義務
発生予定
額あああ

国（県）支出金
43,950

企業債
33,300

その他
3,750

国（県）支出金
43,950

企業債
33,300

その他
3,750

国（県）支出金
234,500

企業債
175,000

その他
19,500

国（県）支出金
△ 15,490

企業債
△ 13,800

１ １ その他
△ 1,510

国（県）支出金
219,010

企業債
161,200

その他
17,990

企業債
29,200

その他
1,600

企業債
29,200

その他
1,600

国（県）支出金
278,450

企業債
208,300

その他
23,250

国（県）支出金
△ 15,490

企業債
15,400

その他
90

国（県）支出金
262,960

企業債
223,700

その他
23,340

30,800 94.0

100.0

補正
額

0 △ 30,800 △ 30,800 30,800

479,200

補正
前の
額

計

510,000 81,000 429,000 510,000

補正
後の
額

令和
７

398,200

補正
後の
額

30,800

510,000 81,000

令和
５

81,000

30,800

補正
額

30,800 30,800

資

本

的

支

出

建

設

改

良

費

補正
後の
額

398,200 398,200大 山 下 水
処 理 場
汚 泥 処 理
設 備 更 新
事 業 費

78.1

補正
前の
額

補正
額

△ 30,800 △ 30,800 △ 30,800

15.9

補正
前の
額

令和
６

429,000 429,000 429,000 84.1

398,200

15.9

補正
額

81,000

補正
後の
額

81,000 81,000

81,000

81,000

補正
前の
額
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議案第１６７号 

富山市八尾化石資料館条例を廃止する条例制定の件 

富山市八尾化石資料館条例を廃止する条例を次のように定める。 

令和６年１１月２９日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久   

 

富山市八尾化石資料館条例を廃止する条例 

富山市八尾化石資料館条例（平成１７年富山市条例第２７８号）は、 

廃止する。 

   附  則 

（施行期日） 

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（富山市博物館等における共通観覧券の発行に関する条例の一部改 

正） 

２ 富山市博物館等における共通観覧券の発行に関する条例（平成２ 

０年富山市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中第９号を削り、第１０号を第９号とし、第１１号 

から第１３号までを１号ずつ繰り上げる。 

第６条中「、富山市八尾化石資料館条例（平成１７年富山市条例 

第２７８号）第３条」を削る。 
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議案第１６８号 

   富山市大沢野健康福祉センター条例の一部を改正する条例制定 

の件 

 富山市大沢野健康福祉センター条例の一部を改正する条例を次のよ 

うに定める。 

  令和６年１１月２９日提出 

 

               富山市長  藤  井  裕  久 

 

   富山市大沢野健康福祉センター条例の一部を改正する条例 

 富山市大沢野健康福祉センター条例（平成１７年富山市条例第１３ 

７号）の一部を次のように改正する。 

 第４条の４中「次のとおり」を「午前１０時から午後９時まで」に 

改め、同条各号を削る。 

 第４条の５中「毎月の第２週及び第４週の火曜日（７月の第４週及 

び８月の火曜日を除く。）とし、これらの日が休日に当たるときは、 

その翌日」を「次のとおり」に改め、同条に次の各号を加える。 

 (1) 毎月の第２火曜日及び第４火曜日（７月の第４火曜日及び８月

の火曜日を除く。）。ただし、これらの日が国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に当たるとき

は、その翌日とする。 

 (2) １月１日  

   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第１６９号 

富山市・医師会急患センター条例の一部を改正する条例制定の 

件 

富山市・医師会急患センター条例の一部を改正する条例を次のよう 

に定める。 

令和６年１１月２９日提出 

 

               富山市長  藤  井  裕  久× × × × 

 

富山市・医師会急患センター条例の一部を改正する条例 

富山市・医師会急患センター条例（平成１７年富山市条例第１６９ 

号）の一部を次のように改正する。 

第３条の表眼科の項中「毎月の第２日曜日及び第４日曜日」を「日  

曜日（毎月の第１日曜日及び第３日曜日を除く 。）」 に、「午後１０  

時３０分」を「午後１０時」に改め、同表皮膚科の項中「毎月の第１  

日曜日、第２日曜日及び第４日曜日」を「日曜日（毎月の第３日曜日  

を除く 。）」 に改める。 

附  則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第１７０号 

富山市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例制定の件 

富山市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

を改正する条例を次のように定める。 

令和６年１１月２９日提出 

 

               富山市長   藤  井  裕  久 

 

富山市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例 

富山市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 

２４年富山市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

第１９条に次の１項を加える。 

６ 救護施設は、入所者の自立支援を行うため、入所者の意向を踏ま 

え、入所者ごとに個別支援計画を作成しなければならない。 

 第２４条第１項中「更生計画」を「個別支援計画」に改め、同条第 

２項中「第２項」の次に「及び第６項」を加える。 

 第２５条第１項中「更生計画」を「個別支援計画」に改める。 

附  則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１７１号 

富山市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び 

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営 

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和６年１１月２９日提出 

 

               富山市長   藤 井  裕 久 

 

富山市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び 

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

富山市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営 

に関する基準を定める条例（平成２６年富山市条例第４８号）の一部 

を次のように改正する。 

 附則第４項中「１０年間」を「１２年間」に改める。 

附  則 

この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第１７２号 

富山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制 

定の件 

富山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次の 

ように定める。 

令和６年１１月２９日提出 

 

               富山市長   藤  井  裕 久 

 

富山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

富山市病院事業の設置等に関する条例（平成１７年富山市条例第１ 

６７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項の表富山市立富山市民病院の項中「４８９床」を「４ 

５２床」に改める。 

 別表中 

「 

長 期 特 別 入

院 料 

１人１日 保 険 外 併 用 療 養 費 に 係 る

療 養 に つ い て の 費 用 の 額

の 算 定 方 法 （ 平 成 １ ８ 年

厚 生 労 働 省 告 示 第 ４ ９ ６

号 ） 別 表 第 ２ に 規 定 す る

厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る も

の に １ ０ ０ 分 の １ ５ を 乗

じ た 点 数 に 相 当 す る 金 額

入 院 期 間 が

１ ８ ０ 日 を

超 え た 日 以

後 の 入 院 に

限 る 。 

                             」 

「 

長 期 特 別 入

院 料 

１人１日 保 険 外 併 用 療 養 費 に 係 る

療 養 に つ い て の 費 用 の 額

の 算 定 方 法 （ 平 成 １ ８ 年

厚 生 労 働 省 告 示 第 ４ ９ ６

号 ） 別 表 第 ２ に 規 定 す る

厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る も

の に １ ０ ０ 分 の １ ５ を 乗

入 院 期 間 が

１ ８ ０ 日 を

超 え た 日 以

後 の 入 院 に

限 る 。 

を
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 じ た 点 数 に 相 当 す る 金 額

長 期 収 載 品

処 方 等 加 算

料 

１回 長 期 収 載 品 （ 保 険 薬 局 及

び 保 険 薬 剤 師 療 養 担 当 規

則 （ 昭 和 ３ ２ 年 厚 生 省 令

第 １ ６ 号 ） 第 ７ 条 の ２ に

規 定 す る 後 発 医 薬 品 （ 以

下 「 後 発 医 薬 品 」 と い う

。 ） の あ る 同 条 に 規 定 す

る 新 医 薬 品 等 を い う 。 以

下 同 じ 。 ） の 価 格 か ら 当

該 長 期 収 載 品 の 後 発 医 薬

品 の 価 格 を 控 除 し て 得 た

価 格 に ４ 分 の １ を 乗 じ て

得 た 額 を 用 い て 診 療 報 酬

の 算 定 方 法 の 例 に よ り 算

定 し た 額 

厚 生 労 働 大

臣 の 定 め る

評 価 療 養 、

患 者 申 出 療

養 及 び 選 定

療 養 （ 平 成

１ ８ 年 厚 生

労 働 省 告 示

第 ４ ９ ５ 号

） 第 ２ 条 第

１ ５ 号 に 規

定 す る 処 方

等 又 は 調 剤

に 該 当 す る

場 合 に 限 る

。 

                             」 

改める。 

    附 則 

 この条例は、令和７年１月１日から施行する。 

に
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議案第１７３号 

富山市八尾ほたるの里農村公園条例を廃止する等の条例制定の 

件 

富山市八尾ほたるの里農村公園条例を廃止する等の条例を次のよう 

に定める。 

令和６年１１月２９日提出 

 

               富山市長   藤  井  裕 久 

 

富山市八尾ほたるの里農村公園条例を廃止する等の条例 

（富山市八尾ほたるの里農村公園条例の廃止） 

第１条 富山市八尾ほたるの里農村公園条例（平成１７年富山市条例 

第２１３号）は、廃止する。 

（富山市農村公園条例の一部改正） 

第２条 富山市農村公園条例（平成１７年富山市条例第２１０号）の 

一部を次のように改正する。 

第２条の表富山市卯花水辺公園の項の次に次のように加える。 

富山市八尾ほたるの里農村公園 富山市八尾町三ツ松９５７番

地 

    附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、附則第２ 

項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 改正後の富山市農村公園条例（以下「新条例」という。）第２条 

の表に規定する富山市八尾ほたるの里農村公園においてこの条例の 

施行の日（以下「施行日」という。）以後に行う新条例第３条第１ 

項各号に掲げる行為に係る同項及び同条第３項の許可その他当該許 

可に関して必要な準備行為は、施行日前においても行うことができ 

る。 
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議案第１７４号 

富山市手数料条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和６年１１月２９日提出 

 

               富山市長   藤  井  裕  久 

 

富山市手数料条例の一部を改正する条例 

富山市手数料条例（平成１７年富山市条例第１０６号）の一部を次 

のように改正する。 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８７の項を削り、同表 

８８の項を同表８７の項とする。 

附  則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第１７５号 

   工事請負契約締結の件 

 小見橋１号架替工事について、次のとおり請負契約を締結するため、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定 

により、市議会の議決を求める。 

  令和６年１１月２９日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的 小見橋１号架替工事 

２ 契 約 の 方 法 一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額 ３０９，２１０，０００円 

４ 契約の相手方 高尾建設・神高・泉建設小見橋１号架替工事共同 

         企業体  

代表者 

 富山市本宮１０７３番地 

 高尾建設株式会社 

 代表取締役 高尾 道明 
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議案第１７６号 

財産取得の件 

富山市教育委員会物品として、次のとおり財産を取得するため、地 

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号の規定に 

より、市議会の議決を求める。 

令和６年１１月２９日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

               記 

 

１ 取得する財産 スクールバス用車両（大型バス） ３台 

２ 取 得 価 格 ９１，８９６，４８０円 

３ 契約の相手方 富山市新庄町二丁目８番１７号 

三菱ふそうトラック・バス株式会社北陸ふそう富 

山支店 

支店長 渡辺 聖之 
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議案第１７７号 

   土地取得の件 

 水橋地区義務教育学校整備事業用地として、次のとおり土地を取得 

するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第 

８号の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和６年１１月２９日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     

 

               記 

 

１ 場    所  富山市水橋伊勢屋１番１外４２筆 

２ 面    積  ５５，５９３．９１㎡ 

３ 取 得 価 格 ２７７，９６９，５５０円 

４ 契約の相手方 富山市新総曲輪１番７号 

         富山県知事 新田 八朗 
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議案第１７８号 

土地処分の件 

呉羽南部企業団地分譲地として、次のとおり土地を処分するため、 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号の規定 

により、市議会の議決を求める。 

令和６年１１月２９日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久   

 

               記 

 

１ 場    所  富山市北押川２９番８外１筆 

２ 面    積  １４，９２９．２５㎡ 

３ 売 払 価 格 ４４１，９０５，８００円 

４ 契約の相手方 富山市清水元町４番８号 

株式会社富冷 

代表取締役 奥井 聰 
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議案第１７９号 

土地処分の件 

呉羽南部企業団地分譲地として、次のとおり土地を処分するため、 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号の規定 

により、市議会の議決を求める。 

令和６年１１月２９日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久   

 

               記 

 

１ 場    所  富山市古沢７８０番８外１筆 

２ 面    積  ８，１８９．３９㎡ 

３ 売 払 価 格 ２４２，４０５，９４４円 

４ 契約の相手方 東京都国分寺市東戸倉一丁目１５番地２ 

株式会社ＴОＫＵＲＡホールディングス 

代表取締役 西谷 和浩 
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議案第１８０号 

土地処分の件 

呉羽南部企業団地分譲地として、次のとおり土地を処分するため、 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号の規定 

により、市議会の議決を求める。 

令和６年１１月２９日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久   

 

               記 

 

１ 場    所  富山市杉谷４４６番５外４筆 

２ 面    積  ２８，６５０．２２㎡ 

３ 売 払 価 格 ８３１，７０３，０１８円 

４ 契約の相手方 富山市八尾町保内一丁目１４番地の１ 

日東メディック株式会社 

代表取締役 中井 龍 
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報告第 ５ ０ 号 

   専決処分について承認を求める件 

 次の事項を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１ 

項の規定により専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、 

その承認を求める。 

  令和６年１１月２９日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     

 

               記 

 

１ 令和６年度富山市一般会計補正予算（第６号） 
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専決第 ４ ２ 号 

   令和６年度富山市一般会計補正予算（第６号） 

 令和６年度富山市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めると 

ころによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７８，５４９千円 

 を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８２，４５８， 

６５５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに 

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に 

よる。 

 令和６年１０月９日専決 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 （単位　千円）

款 項

16 県支出金 15,114,004 176,681 15,290,685

 3 委託金 904,778 176,681 1,081,459

22 繰越金 2,252,711 1,868 2,254,579

 1 繰越金 2,252,711 1,868 2,254,579

182,280,106 178,549 182,458,655

補正前の額 補正額 計

歳　　入　　合　　計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 2 総務費 21,389,125 178,549 21,567,674

 5 選挙費 204,235 178,549 382,784

182,280,106 178,549 182,458,655

補正前の額 補正額 計

歳　　出　　合　　計
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　　　　　　　　　　　　　　　 歳入歳出予算事項別明細書
1 歳　入
款16 県支出金   項 3 委託金 （単位　千円）

 1  2
総務費委託 898,362 176,681 1,075,043 選挙費委託 176,681  1衆議院議員選挙費委託金 176,681
金 金

904,778 176,681 1,081,459

款22 繰越金   項 1 繰越金 （単位　千円）

 1  1
繰越金 2,252,711 1,868 2,254,579 前年度繰越 1,868  1前年度繰越金 1,868

金

2,252,711 1,868 2,254,579

目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　　明
区　分 金　額

節
説　　　　　　明

区　分 金　額

計

計

目 補正前の額 補正額 計
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2 歳　出
款 2 総務費   項 5 選挙費 (単位　千円)

6 県  1
衆議院議員 178,549 178,549 176,681 1,868 報酬 8,980  1衆議院議員選挙費 178,549
選挙費

 3
職員手当等 60,677

 4
共済費 11

 7
報償費 864

 8
旅費 518

10
需用費 10,862

11
役務費 18,203

12
委託料 69,678

13
使用料及び 4,356
賃借料
15
原材料費 110

17
備品購入費 4,290

県
204,235 178,549 382,784 176,681 1,868計

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額
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１　　一　　般　　職　（会計年度任用職員以外の職員）

　（１）総　　括

給　　　　　与　　　　　費

区   分 職 員 数
報　酬 給　料 職員手当 計

共済費 合　計 備     考

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

(23)

3,019

(23)

3,019

※（      ）内は、短時間勤務職員数で外数

区　分
超過勤務
手　　当

管理職員
特別勤務
手    当

（千円） （千円）

補正後 906,414 1,158

補正前 846,187 708

比　較 60,227 450

　（２）職員手当の増減額の明細

増減額 備     考

（千円） 　 （千円） （千円）

60,677 60,677 60,227

450

超 過 勤 務 手 当

管理職員特別勤務手当

衆議院議員選挙に伴う増分
職員手当

区　分

22,754,03711,302,191 7,821,957

60,677

職員手当
の 内 訳

60,67760,677

給　　与　　費　　明　　細　　書

3,629,889 22,814,714

比    較

補 正 前

補 正 後 11,302,191 7,882,634 19,184,825

3,629,88919,124,148

増減事由別内訳 説     明
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２　　一　　般　　職　（会計年度任用職員）

　（１）総　　括

給　　　　　与　　　　　費

区   分 職 員 数
報　酬 給　料 職員手当 計

共済費 合　計 備     考

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

(1,558)

(1,550)

(8)

※（      ）内は、第１号会計年度任用職員数で外数

　（２）報酬の増減額の明細

増減額 説     明 備     考

（千円） 　 （千円） （千円）

986 986 報酬 986

997

補 正 前

区　分 増減事由別内訳

報　　酬 衆議院議員選挙費の増分

比    較 986 986 11

2,545,746 899,612 3,445,358 550,396

3,996,751

3,995,754

補 正 後 2,546,732 899,612 3,446,344 550,407
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報告第 ５ １ 号 

   専決処分報告の件 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に 

より、議会において指定されている次の事項について専決処分したの 

で、同条第２項の規定により報告する。 

  令和６年１１月２９日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

               記 

 

１ 訴えの提起の件 
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 訴えの提起の件 

  ア）当 事 者 

     原 告 富山市 

     被 告 別紙に記載のとおり 

 

  イ）請求の要旨 

     市営住宅の明渡し並びに滞納家賃及び市営住宅明渡しの遅 

延に係る損害金の支払 

 

  ウ）事件に関する方針 

     訴訟の遂行上必要があると認める場合は、適当と認める条 

件で相手側と和解することができる。 
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専決処 

分番号 
専決処分年月日 住      所  氏  名 

４６ 

 

令和 6年11月 1日 富 山 市 有 沢 ８ １ １ 番 地 市

営住宅１４棟３０５号 

 

翠田 業子 

４７ 

 

 

令和 6年11月 7日 富 山 市 高 屋 敷 ８ ２ ３ 番 地

１ ５ 市 営 住 宅 ９ 棟 ２ ０ １

号 

山田 由美子 
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報告第 ５ ２ 号 

   専決処分報告の件 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に 

より、議会において指定されている次の事項について専決処分したの 

で、同条第２項の規定により報告する。 

  令和６年１１月２９日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

               記 

 

１ 損害賠償請求に係る和解の件 
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損害賠償請求に係る和解の件 

 

専決処 

分番号 
専決処分年月日 専決処分の内容 

４１ 令和 6年10月 7日 損害賠償額 

 金３６０，９９８円 

和解及び損害賠償の相手方 

 富山市在住１名 

事由 

 交通事故 

 ・発生日 

   令和６年７月２９日 

 ・場所  

富山市萩原地内 

 

４３ 令和 6年10月18日 損害賠償額 

 金４３，９６３円 

和解及び損害賠償の相手方 

 富山市在住１名 

事由 

 交通事故 

 ・発生日 

   令和６年７月２１日 

 ・場所  

富山市八尾町井田地内 

 

４４ 令和 6年10月25日 損害賠償額 

 金６２，０００円 

和解及び損害賠償の相手方 

 富山市在住１名 

事由 

 富山市立神通碧小学校及び富山市立楡原 

中学校における施設管理上の車両破損事故 

 ・発生日 

   令和６年８月５日 

 ・場所 

富山市楡原地内 
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専決処 

分番号 
専決処分年月日 専決処分の内容 

４８ 令和 6年11月18日 損害賠償額 

 金５６２，９９７円 

和解及び損害賠償の相手方 

 岐阜県大垣市在住１名 

事由 

 交通事故 

 ・発生日 

   令和６年７月２６日 

 ・場所  

富山市悪王寺地内 
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報告第 ５ ３ 号 

   専決処分報告の件 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に 

より、議会において指定されている次の事項について専決処分したの 

で、同条第２項の規定により報告する。 

  令和６年１１月２９日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

               記 

 

１ 損害賠償の額を定める件 
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損害賠償の額を定める件 

 

専決処 

分番号 
専決処分年月日 専決処分の内容 

４５ 令和 6年10月30日 損害賠償額 

 金４３，８１１，９８１円 

損害賠償の相手方 

 高岡市在住１名 

事由 

 富山市民病院における医療過誤 

 ・発生日 

   令和３年７月１２日 

 ・場所  

富山市今泉北部町地内 
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